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設営手順書

墨田区生活衛生課 03-5608-6939
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動物救護所（ペット用スペース）
開設スターターキットに入って
いるもの

１.動物救護所（ペット用スペース）設営手順書

（黄色のクリアファイル）

２.物品類

各避難所において、必要な物品は追加してください。

品名 数量 品名 数量 品名 数量

プラスチックケース 1 バケツ・専用フタ 10L 1
マジックペン黒（極細字・
細字）

3

ビニールシート大 2 ミニホウキ＆チリトリセット 1
マジックペン赤（極細字・
細字）

3

ビニールシート中 2 雑巾 10枚入 1 ホッチキス本体 1

玉紐 1 ゴミ袋 45L 30枚入 1 ホッチキス針 1000針 1

ロープ 2 ペーパータオル 1 ダブルクリップ 10個入 1

スベリ止め軍手 5 Ａ４用紙 100枚入 1 クリアホルダー 10枚入 1

ガムテープ 1 ハンディーポーチ 1 クリップボード 3

養生テープ 2 セロテープ小巻カッター付 1 ハサミ 1

ペーパーボール（紙容器）
50枚入

1 ボールペン 黒 5 カッター 1

ビニール袋 100枚入 1
マジックペン黒（細字・太
字）

使いきり手袋 100枚入 1
マジックペン赤（細字・太
字）
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手順１ 動物救護所（ペット用スペース）
の設置

（１）ペット同行避難者同士で声をかけ、

協力して作業する。

（２）ペットの一時待機場所を決め、その場
に誰かに居てもらうか、ペットのそばに掲示
物を掲示する。

動物救護所（ペット用スペース）を設置する場所
を避難所運営本部に相談して決めましょう。

ペットの一時待機
場所

１



校門から一時待機場所までのルートを枠内に書き
込み、掲示しましょう。
平面図があれば、図に印をつけて貼りましょう。

案内図

（３）スペースの「場所」とペットと通れる
ペット用「経路」を、避難所運営本部に相談
して決める。

（４）決定した「場所」と「経路」をマジッ
ク等で掲示物に書き入れ、案内図を作る。

２



動物救護所（ペット用スペース）
設置例

人が入り込まないようにロープなどで囲いましょう。
犬と猫の飼育場所はなるべく離しましょう。
ケージには目隠し用の新聞紙などをかけましょう。

（５）案内図を、校門等避難所出入口の見や
すい場所に貼る。

（６）ブルーシートやテープ類等を使って
ペット用スペースを設置する。

３



手順２ ペット同行避難受付

（１）使用できる机やイスを借りてきて、
動物救護所（ペット用スペース）のそばに
配置する。

（２）受付に必要なファイル・文具等を取り出し、
机上に用意する。受付用の掲示物を貼る。

受付設置例

４



飼い主不明の動物は一時的に保護します。
「飼主不明の保護動物受付簿」に記入し、墨田区
と東京都の担当部署に連絡しましょう。

掲示物

５



切り取り線で切り離し、「飼育届出票」をファイ
ルに綴ります。「動物情報カード」は該当動物の
キャリーバック等に貼りましょう。

ペット飼育届出票 ペット飼育届出票（見本）

受付ファイルに綴る

（３）ペットの受入れを開始する。

① 飼い主は、「ペット飼育届出票」と
「動物情報カード」に必要事項を記入する。
（受付順に通し番号を付ける。）

６



動物情報カードは見やすい場所に貼りましょう。

②切り取り線で切り離し、「ペット飼育届出
票」はファイルに綴る。

「動物情報カード」を、キャリーバックや
ケージ等、該当動物のそばに貼る。

７



養生テープ等にペット飼育届出票の番
号を記入し、首輪などに留める。

※首輪がない場合は、ロープなどを利用
して作る。）

迷子札（受付番号）

（４）避難動物に迷子札（受付番号）を付け
る。

（５）飼い主に「避難所の飼い主様へ」
（ペット用スペースの運営ルール）を配布し
て、必ず読んでもらう。

８



（１）避難所内の動物飼育ルールについて、

避難所運営本部と話し合う。

①動物と一緒に通れる場所

②排泄のルールや排泄物の廃棄場所

③ペット関連掲示板の設置場所 など

９

手順３ 動物救護所（ペット用スペース）
の運営



ペット関連掲示板設置例

避難所運営本部や飼い主の会で話し合って決
めたことを掲示しましょう。

（２）「ペット関連掲示板」を設置し、決

まったことなどを掲示する。

１０



（３）飼い主が集まる機会を作り、「飼い主

の会」を立ち上げる。ルール等の確認や役

割分担について話し合う。

１１



投薬、介護等で常に飼い主の付き添いが必

要な場合など飼い主とペットの同室避難が可

能な場合があります。

受け入れられる頭数に制限があります（最

大100頭程度）ので各指定避難所で取りまと

めのうえ、下記担当までご相談ください。

墨田区生活衛生課 03-5608-6939

・同室避難ではケージに入れたペットととも

に、ほかの飼い主たちと同じ部屋で過ごす

ことになります。

・飼い主・ペットの送迎はありません。

自主移動となります。

（墨田区錦糸1丁目予定 ）

・ペット飼育に必要なものは飼い主が用意し、

同室避難所でのペットの世話は飼い主が行

います。

・獣医療の提供はありません。

同室避難希望するにあたって

１２

（４）避難所内動物救護所（ペット用スペース）

での飼育が難しい場合について
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